
指名競争入札通知書 

 

2025 財第 492 号 

2025 年 8 月 27 日 

指名業者 各位 

須坂市長 三木 正夫 

（ 公 印 省 略 ） 

下記により入札を行いますから参加してください。 

 

記 

 

１．件     名 

  【発注担当課】 
2025 年度 消費生活相談新システム用 PC・プリンター購入【市民課】 

２．納 入 場 所 須坂市役所 

３．品名及び数量等 別紙仕様書のとおり 

４．納 入 期 限 2025 年 12 月 26 日 

５．入札及び 開札の

場所・日時 

（1）場所：須坂市防災センター２階 活動室１ 

（2）日時：2025 年 9 月 4日（木）午後 1 時 30 分 

６．入札に参加する者 

に必要な資格 

須坂市暴力団排除条例（平成 23 年須坂市条例第 13 号）第２条第２号に規定する暴力団員

及び同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

７．仕様書等の頒布 

（1）頒布：須坂市ホームページ 

ホーム＞行政情報＞財政・行政＞入札・契約＞入札情報一覧（ページ ID：4319） 

  からダウンロードすること。 

（2）パスワード設定：設定なし。 

 ※「設定あり」の場合は、別紙「パスワード通知書」を参照すること。 

（3）閲覧：通知の日から入札日当日まで発注担当課窓口にて閲覧できる。 

※土・日曜日及び祝日を除く午前８時 30 分から午後５時まで 

８．仕様書等に対する

質問・回答 

（1）質疑書受付期間：通知の日から 2025 年 9 月 1日（月）（最終日の受付は正午まで） 

（2）質疑書提出先：市民課 消費生活係（s-shimin@city.suzaka.nagano.jp） 

（3）回答時期：2025 年 9 月 3 日（水）の午後３時までに回答する。 

 ※質疑回答書は、須坂市ホームページ（本入札案件の仕様書等掲載ページ）で閲覧する

こと。 

９．入札保証金 

須坂市財務規則（平成２年須坂市規則第６号）第 110 条第１項第３号の規定によりその納

付を免除する。ただし、次のいずれかに該当した場合は、見積もった契約希望金額（消費

税及び地方消費税を含む金額）の 100 分の５に相当する金額を納付しなければならない。 

ア 落札候補者として決定された者が、入札参加資格確認書類を提出しなかったとき 

イ 落札者として決定された者が、契約を締結しないとき 

ウ 低入札価格調査に係る調査書類等、発注者が求める入札条件を確認する書類を提出し

なかったとき 

エ やむを得ない事情と発注者が認める辞退による場合を除き、契約締結にいたらなかっ

たとき 

10．入札金額 
入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額（税抜き）を入札書に記載すること。 



11．入札の無効 
（1）須坂市財務規則第 112 条に規定する入札書。 

（2）須坂市入札心得（平成 10 年４月１日施行）第９条に規定する入札書。 

12．契約保証金 

金銭的保証。ただし、須坂市財務規則第 124 条第３項の規定に該当する場合は、その納付

を免除する。 

※第３号の規定で免除する場合は、「実績に関する申出書」を作成すること。 

13．その他 

（1）入札の回数は２回を限度とする。第１回目の開札において、予定価格の制限の範囲内

の価格で入札した者がないときは、再度入札を行う。なお、第２回の入札をもってし

ても落札者がいないときは、最終回の最低入札者と地方自治法施行令（昭和 22 年政令

第 16 号）第 167 条の２第１項第８号の規定による随意契約へ移行する。随意契約の見

積の回数は２回を限度とする。 

（2）入札に参加しない場合は、辞退届を提出すること。辞退届を提出しないで定刻までに

おいでにならないときは、棄権とみなす。 

（3）入札者が２者に満たない場合は、当該入札を中止する。 

（4）須坂市入札心得等を遵守すること。 

（5）本案件は電子契約に対応しています。ご希望の場合は落札決定後、電子メールにて「電

子契約利用申出書」を提出してください。 

送信先：s-zaisei@city.suzaka.nagano.jp 

 

仕 様 書 等 内 訳 

 

仕様書等名 パスワード設定 サイズ 枚 数 備 考 

仕様書 × Ａ４ 2  

 


